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（訂正）和解による訴訟の解決、特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ 

 

平成22年10月22日に開示いたしました「和解による訴訟の解決、特別利益及び特別損失の発生に
関するお知らせ」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．訂正理由 

当社は現在、平成 23 年３月期第２四半期の決算の集計を行っております。その過程において、

株式会社ＳＴコーポレーション（以下、「ＳＴ社」という）が当社の債務に対し担保提供していた

不動産の売却により、ＳＴ社が所有する当社に対する債権が増加していたことが判明いたしまし

た。 

具体的には、当社の株式会社三井住友銀行に対する借入金に対して、ＳＴ社が担保提供してい

たＳＴ社の所有する不動産をＳＴ社が平成 22 年７月２日付で売却し、ＳＴ社が当社の株式会社三

井住友銀行の債務に対し約 1.7 億円の代位弁済を行った結果、ＳＴ社が当社に対する求償権約 1.7

億円を持つこととなりました。 

本件和解によって、ＳＴ社が行った代位弁済も、当社の主張する損害賠償請求に加えられ求償

権の額約 1.7 億が増額となることが確認できましたので、特別利益の額が約 13.1 億円から約 14.8

億円に増額されることになります。 

 

２．訂正内容 

訂正箇所には   を付して表示しております。 

【訂正前】 

３．特別利益の内容 

ＳＴ社が連結子会社であった当時のＣＭＳ契約に基づく当社に対する貸金請求事件の訴訟に

つき、当社が和解金として金 3000 万円をＳＴ社に対し支払うことにより、当社が主張する損害

賠償請求と事前求償権による収入により約 13.1 億円の特別利益が発生し、当社が保証している

ＳＴ社の金融機関からの保証債務損失引当金（和解金 3 千万含む）約 3 億円の特別損失が発生

することになりました。 

 

【訂正後】 

３．特別利益の内容 

ＳＴ社が連結子会社であった当時のＣＭＳ契約に基づく当社に対する貸金請求事件の訴訟に

つき、当社が和解金として金 3000 万円をＳＴ社に対し支払うことにより、当社が主張する損害

賠償請求と事前求償権による収入により約 14.8 億円の特別利益が発生し、当社が保証している

ＳＴ社の金融機関からの保証債務損失引当金（和解金 3 千万含む）約 3 億円の特別損失が発生

することになりました。 

以上 


